
                                

          令和 8 年（2026 年）度 園児募集要項 

令和８年度４月より施設型給付幼稚園に移行します。このことにより従来までの教育方針や園生活など保育内容的 

に変わるところは一切ございません。                        

 

1．入園資格と募集定員  

(ⅰ) 3 年保育 3 歳児（令和 4 年 4 月 2 日～令和 5 年 4 月 1 日生） 30 名予定 

(ⅱ) 2 年保育 4 歳児（令和 3 年 4 月 2 日～令和 4 年 4 月 1 日生） 若干名予定  

（ⅲ） 満 3 歳児（令和 8 年 12 月末日までに満 3 歳を迎えるお子さん） 若干名予定 

 

2．入園手続きと入園料  

11 月 1 日より埼玉県下一斉に私立幼稚園の入園願書の受付が始まります｡本園所定の入園願書、参考調書に 

必要事項をご記入の上、当園にお申込み下さい｡11 月 1 日（土）当日は、8：30 から 13：00 までに入園願書、 

参考調書を提出して下さい。 

混乱のないように当日の朝、整理券を渡しますので指定された時間にあらためてお子様と一緒にお出でいただき 

面接、園服類の採寸となります。そのときに下記(イ)の入園料の徴収も併せて行います。 

(ロ)の用品類・教材類は､面接終了後に採寸･ご注文をいただき、入園準備会（令和 8 年 2 月 18 日〈水〉予定） 

で代金と引換えにお渡しします。なお入園準備会のご案内は、来年 1 月に郵送させていただきます。     

 

(イ) 入園料 30,000 円 

（入園料は入園準備費、職員配置費、研修充実費、施設維持費として充当させていただくものです） 

(ロ) 保育用品類（園服･カバンなど）38,180 円程度（すべての品をご購入された場合 R7 年現在） 

保育教材類（はさみ･粘土など）12,770 円程度（すべての品をご購入された場合 R7 年現在） 

    ▼ 11 月 1 日入園願書受付日の当日ご都合のつかない場合は、必ず事前にご連絡をお願い致します。 

原則として、定員になり次第締め切ります。 

 

3. 毎月の経費（実費にかかる利用者負担金として徴収します）  

◆ 保育料  施設型給付幼稚園に移行することに伴って保育料はかかりません  

◆ 給食費  6,000 円／月 ×12 ヶ月  72,000 円／年額  

◆ 教材費・絵本代  1,000 円／月 ×12 ヶ月  12,000 円／年額  

◆ 体操指導料  1,616 円／月 ×12 ヶ月  19,392 円／年額  

◆ 冷暖房費  500 円／月 ×12 ヶ月  6,000 円／年額  

◆ 送迎バス費 3,500 円／月額 ×12 ヶ月  42,000 円／年額（送迎バス利用者のみ） 

        1,750 円／月額…片道のみ利用の場合 

      ※以上の月額費用の合計額が、毎月 28 日に自動振替納入となります。 

※預かり保育ご利用の方はご利用分が加算されます…1 時間当たり 250 円徴収 

→新 2 号認定者は一部無償化の対象となります…一日当たり 450 円を上限に補助あり 

※残高不足等で振替できなかった場合は、直接、ATM 等で幼稚園口座にお振込みいただくことになります。 

 

   ★上記の経費は令和 8 年度のもので、令和 9 年度は変更する場合もございます｡ 

★納入された費用は原則としてお返しいたしませんが、やむを得ぬ事情の場合はご相談下さい。 



 

 4. 施設型給付幼稚園に移行することに伴い、運営体制が変わります  

   施設型給付幼稚園とは、子ども家庭庁の「子ども子育て支援新制度」の枠組みに属する私立幼稚園で、従来まで 

  の私学助成園の実施主体が都道府県（埼玉県）であったのに対し、各市町村（川越市）が実施主体となって給付を 

受ける私立幼稚園となります。 

 入園手続き時に「みよしの幼稚園運営規定」「重要事項説明書」を配布します。この内容については 10 月の入園 

説明会、翌年 2 月の入園準備会の時にも説明いたしますが、当園入園につきまして保護者の方お一人お一人に確認 

同意していただくことが前提となります。さらに「利用契約書」に署名をしていただき、保護者さまと園の双方で 

卒園まで保管することになりますので、よくお読みください。 

「利用契約書」は 2 部とも乙欄に記入していただき、他の書類（埼玉りそな銀行振替依頼書、教育・保育給付認定 

申請書）と一緒に令和 7 年 11 月 28 日（金）までに園へご提出下さい。（締切日厳守） 

 

5. その他の重要書類 ①川越市教育標準時間認定（1 号認定）子どもに係る支給認定申請書と 

            ②子育てのための施設等利用給付認定申請書（新 2 号・3 号）  の提出について 

 

① は、当園に在籍するすべての園児が対象ですので漏れなく記入の上、提出して下さい。 

② は、お仕事や介護等のために預かり保育をご利用の方は、ご記入の上、提出して下さい。 

なお、就労証明書（ご両親ともに）や診断書等の添付が必要となりますので、11 月 28 日までに間に合わない 

方は申請書のみ園にご提出下さい。証明書は取れ次第で結構です。 

  

 ※いずれの書類も個人番号（マイナンバー）を記入する欄があります。幼稚園側で記入事項を確認することになって

いますので、恐れ入りますがご提出時に必ずマイナンバーカード（保護者分）を持参して下さい。 

  ※生活保護世帯の方は、ご提出時に受給者証を持参して下さい。 

   

  ※書類提出締切日 令和 7 年 11 月 28 日（金） 

    持参書類 ① 利用契約書 2 部 

         ② 教育・保育給付認定申請書 

      ③ 子育てのための施設等利用給付認定申請書（新 2・3 号）、添付証明書 

      ④ 埼玉りそな銀行振替依頼書（霞ヶ関支店の口座に限ります） 

      ⑤ 確認用 保護者の方のマイナンバーカード 

 

 

 

         

～個人情報保護への取り組みについて～ 

本園が収集した個人情報は、その収集した目的以外の目的に利用することはありません。  

また、保護者の同意なしに本学園以外の第三者に提供することや 第三者から不正に個人情報を収集 

することもありません。 ただし、法令により公共機関から開示を求められた場合、および本人の生 

命・身体の安全確保のために 緊急に提供が必要な場合は本人の同意なしに第三者に提供する場合が 

あります。 

 


